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セクション 2

▶自治基本条例が生まれ得た理由
　田中富雄(　

(%本稿の目的と構成��　
(%(%背景と目的
いま自治体には、自治体の自律を支える〈自治体が自らつく
る自治体運営の基本となる規範〉として、自治基本条例の制定
が求められている。
　 自治体には、全国画一性、省庁縦割性、時代錯誤性という国
の必然的な構造欠陥を乗りこえ、地域個性、地域総合性、地域
先導性ある政策開発によって地域課題の解決に取り組むことが
求められる)。都市型社会の成立をみ、機関委任事務の廃止、義
務付け・枠付けの見直し、条例制定権の拡大など分権化がすす
む今日、これら自治体政策の特長をいかすために、地方自治の
仕組みをそれぞれの地域でその地域にふさわしい形につくり上
げていく段階に至っているのである。自治基本条例は、その仕
組みの基本法�として制定される必要がある。�����

しかしながら、全国の基礎自治体における自治基本条例の制
定状況は、引き続き制定され続けてはいるものの、議会基本条
例の制定状況に比べ、近年その伸びが緩く,、強く必要性が認識
されているといえる状況にはない。また、ここ数年は自治基本
条例の制定に着手はするものの成立には至らない事例-や、そも

そも自治基本条例の制定については慎重になるべきであるとの
見解.も示されている。
本稿では、このような制定状況にある自治基本条例につい
て、その嚆矢とされる「ニセコ町まちづくり基本条例」の制定
過程と、それ以前に検討されたものの制定には至らなかった
「都市憲章条例案」についての検討過程を比較することで、ニ
セコ町まちづくり基本条例が生まれ得た要因を明らかにし、今
後の自治基本条例の制定に寄与しようとするものである。

(%)%定義
　 本稿では、「自治体運営の全体像について、その基本となる
方針や原則、しくみを規定した条例/」を自治基本条例とする。
まちづくり基本条例、自治体基本条例、市政基本条例など条例
の内容により呼び名の異なる条例も自治基本条例として取り扱
う。自治基本条例には、前文、まちづくりの基本原則、情報共
有、参加、協働、コミュニティ、議会、長、自治体運営、住民
投票制度などの規定が含まれていることが多い0。

(%% 構成
　 以下、)．先行研究において、戦後から)


年までの日本に
おける地方自治の流れを概観し、その上で川崎市都市憲章条例
案、逗子市都市憲章条例案、およびニセコ町まちづくり基本条
例という３つの条例案ないし条例についての個別の先行研究を
確認する。そのことにより、それぞれの検討（制定）過程を確
認する。
　そのうえで、．ニセコ町まちづくり基本条例と先行事例の比
較において、)%先行研究において確認する自治基本条例の成立
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に影響を与えた要因を整理し比較する。
　 最後に、�%まとめにおいて、%で得られた要因について「政
策の窓モデル」により若干の考察を試みる。

)%先行研究
)%(%戦後から)


年までの地方自治
)%(%(%戦後自治の潮流
伊藤正次が指摘するように、占領終了後、一部で再集権化と
いう傾向がみられたとはいえ、戦後の地方自治制度は、(00
年
代に至るまで制度としては安定性を示してきた。しかしなが
ら、戦後を通じて自治体をとりまく政治・経済・社会の環境は
大きく変化し、自治体はさまざまな課題に直面してきたが、
(00
年代に入り、国内外の情勢が大きく変化する中で、戦後地
方自治制度に対しては、地方分権という観点から改革を求める
動きが強まることになる(
。

)%(%)%地方分権の動向
地方分権改革が政治課題となるきっかけになったのは、政治
改革をめぐって国政が激動していた(00年-月に、国会の衆参両
院において超党派で「地方分権の推進」に関する決議が行われ
たことにあるとされる。その後、(00,年,月には地方分権推進
法が成立している。そして、政府は第一次（(00/年,月）、第二
次（(000年月）の地方分権推進計画を閣議決定した。これを
受けて、(000年.月には総計�.,本の関係法律を一括して改正す
る地方分権一括法が制定され、)


年�月から施行された((。こ
の地方分権一括法による地方自治法の改正により、「自治基本
条例」の制定が可能であると考えられるようになっている()。

  また、地方分権推進委員会は、)

(年-月)
日に地方分権推進
委員会最終報告を出している。その「第�章　分権改革の更なる
飛躍を展望して」のなかで、委員会が推進してきた今次の分権
改革は、未完の分権改革であり、これをこれから更に完成に近
づけていくためには、まだまだ数多くの改革課題が残っている
とし、-項目に整理している。そして、その「9%制度規制の緩
和と住民自治の拡充方策」には、次のように記されている。
「最近は、地方自治基本法の制定を提唱する動きや地方公共
団体で自治基本条例の制定をめざす動きが一部に現れ始めてい
る。この種の動きのなかには、米国に見られる自治憲章制度
（Home Rule Charter System）に類似した発想、すなわち、
地方議会議員の選挙制度及び定数、地方議会と首長の権限関
係、執行機関のあり方など地方公共団体の組織の形態やその他
の住民自治の仕組みを自由に選択する権能を地方公共団体に与
えるべきだとする発想が窺われる。 
　わが国の地方分権が更に進展した状況においては、地方自治
法等による画一的な制度規制の緩和を求める声は次第に強まる
のではないか。（略）」  
vmegAȇƥēƉƍÅÞĥfƆŇxnumbhaiu_

)%)%自治基本条例の先行研究
自治基本条例については、すでに、:条例制定の必要性を認
める研究(、;条例制定の成立要因に関する研究(�、<条例の地
方自治制度上の位置づけに関する研究(,、=個々の条例等つい
ての検討（制定）過程に関する研究(-、>条例の制定に消極的
な研究(.がある。
本稿のテーマである、ニセコ町まちづくり基本条例が生まれ
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得た要因を明らかにするという点に関しては、初の自治基本条
例とされるニセコ町まちづくり基本条例の検討（制定）過程
と、その成立前の自治基本条例（本稿においては、比較の対象
としての都市憲章条例案）の検討（制定）過程を比較した研究
は、管見の限り見当たらない。
しかしながら、本稿において事例として取り上げる川崎市都
市憲章条例案、逗子市都市憲章条例案、およびニセコ町まちづ
くり基本条例という３つの条例ないし条例案には、その検討
（制定）過程について、次に示すような研究ないし関係者によ
る論述等がある。

)%% ニセコ町まちづくり基本条例の制定過程
)%%(%学識者等の連携・ネットワークの存在
　 ニセコ町まちづくり基本条例の成立には、関係者の出会い、
そして、学識者等の連携・ネットワークの形成があった。(00(

年/月(日、帯広市で開催された第,回自治体学会・北海道帯広
大会において、後にニセコ町まちづくり基本条例成立のキーパ
ーソンとなった、木佐茂男と片山健也の出会いがあった。ほど
なく、ニセコ町職員だった逢坂誠二と片山は、木佐の主宰する
札幌地方自治法研究会に参加することになる。そして、自治体
学会や札幌地方自治法研究会の例会への参加を通して、つなが
りはじめた道内自治体職員との交流の輪を広げていった。同時
に、ニセコ町民との課題解決のためのネットワークの創出やニ
セコ町職員の学習活動への取り組みを進めていった。やがて、
逢坂は、町の現状に妥協できなくなり、二期目をめざす現職候
補を破り、(00�年((月日ニセコ町長となる(/。

)%%)%�自治の蓄積の存在
ニセコ町は、逢坂が(00�年ニセコ町長に就任以来、情報共有
と参加を基本としたまちづくりを進めてきていた。このこと
は、ニセコ町まちづくり基本条例が制定された)


年()月))日
のニセコ町議会における逢坂町長のニセコ町まちづくり基本条
例案への質疑に対する答弁においても確認することができる。
逢坂は答弁のなかで、「ニセコ町では、情報共有と参加を基本
として、行政手続条例の制定、予算の説明書の配布、まちづく
り町民講座、まちづくりト8ク、情報公開、個人情報保護条例
の制定など、住民自治を目指した取り組みを、議会の皆様のご
理解とご支援をいただきながら進めてきたところでございます
(0」と述べている。

)%%% 自治体運営・地域課題解決に対する危機意識の存在、議
会の理解の存在
　 ニセコ町では、逢坂町長の誕生後、)%%)%で確認したよう
に、情報共有と参加を基本とした町政を目指してきた。さまざ
まな実践がなされ、町民の町政への参加が徐々に広がってきた
と感じられるようになったが、これらは町長のリーダーシップ
によるところが大きいものであった。しかし、リーダーシップ
だけに依拠するやり方では、町長が変われば住民参加が重視さ
れなくなる可能性がある。そこで、今まで取り組んできたやり
方を制度として確立したいと片山らは考えるようになった。こ
うした片山らの意向を受けてニセコ町の広報広聴検討会議の座
長をしていた木佐が自治基本条例の検討を勧めた。そして、そ
の専門的サポートを使命とするプロジェクトチームとして、
「自治プロ」を立ち上げることになった)
。
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「自治プロ」では、先行例の検討や条例案づくりも熱心に進
められた。川崎市都市憲章条例案、逗子市都市憲章条例案、そ
してアメリカのホームルール・チャーターなどの検討も行われ
ている)(。
では、なにが、このプロジェクトメンバーを突き動かしたの
か。片山は、条例づくりが動き出してきたことに対する評価と
いうインセンティブの存在、ニセコのまちを何とかしたいとい
う思い、長くて期と宣言する逢坂の言動、民主主義は振り子の
原理で元に戻ってしまうという思い、住民自治の低下はニセコ
にとってマイナスという意識が、逢坂の町長在任中に条例を制
定しなければならないという危機感を関係者にもたせ、この危
機感がプロジェクトメンバーを突き動かしたと指摘する))。
@ また、ニセコ町まちづくり基本条例の制定においては、当時
の町長であった逢坂のリーダーシップや一部に限られてはいた
ものの条例制定の必要性について理解していた住民や議会の存
在が、関係者に勇気を与えていた)。

)%�%川崎市都市憲章条例案の検討過程
)%�%(%学者等の連携・ネットワークの存在
今日の自治基本条例のいわば源流は、(0.年前後の川崎市都
市憲章条例制定の動き、そして(00(年前後の逗子市都市憲章条
例検討の動きにまで遡ることができる。
川崎市は当時、革新市政下で、伊藤三郎市長の市長当選時の
公約であった都市憲章条例の制定に向けて、(0.年の第�回定
例市議会に都市憲章条例案が提案された。条例案の起草に際し
ては積極的な市民参加の導入がめざされ、各地区における市民
討議、市内小中学生への作文募集も交えながら、0人の学識経

験者による起草委員会)�を中心に精力的な検討作業が進められ
た。

)%�%)%自治の蓄積、自治体運営・地域課題に対する危機意識の
存在、議会の理解の存在
　 川崎市では、(0.
年に入り市民による反公害運動が活発化し
た。また、それを受け(0.(年には、工業一辺倒であった金刺不
二太郎市長は市民の批判を受け辞任している),。ここに、自治
の蓄積、自治体運営・地域課題に対する危機意識の存在を見る
ことができる。そのことは、同憲章条例案のなかに環境権が明
定されていることからも窺い知ることができる。しかしなが
ら、同憲章条例案は、議会の多数野党の状況下において議会の
理解は得られず否決されている)-。

)%,%逗子市都市憲章条例案の検討過程
)%,%(%学識者等の連携・ネットワークの形成
(0/�年、富野暉一郎市長が逗子市の「池子の森」への米軍住
宅建設反対運動を母体として誕生した。都市憲章条例について
は(00
年に学識経験者の支援を受けながら庁内勉強会が５回開
かれるなど研究が開始され、以降(00�年まで、研究会).、ＰＲ
委員会等が精力的に開催された。

)%,%)%自治の蓄積、自治体運営・地域課題に対する危機意識の
存在、議会の理解の存在
逗子市では、(0/.年以降、市民参加の「まちづくり懇話会」
や「情報公開制度検討懇話会」などが活動し、環境管理計画策
定、情報条例づくりなどの成果が飛躍的に市民自治の市政を実
現しつつあった)/。
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都市憲章条例制定の目的は、このような逗子市の市民自治に
即した、ダイナミックな自治の展開による民主主義の活性化を
図るところにあるといわれる。そのために都市としての理念を
文化、風土に沿って明確にし、都市経営の主体と運営原則など
を再構成することをめざしていた。その要因の大きな１つに
は、)%,%(%に示した「池子の森」への米軍住宅建設反対運動が
ある。しかしながら、(0/-年に、それまで受け入れ賛成派が圧
倒的多数であった市議会が賛否同数となるものの、そこまでが
精一杯の状況であり、市長と市議会との間では緊張関係が続い
た。最終的に逗子市都市憲章条例案は議会の理解が得られず、
(00�年平井義男・新市長の誕生後、研究が凍結されて議会上程
には至っていない)0。

)%-%先行研究の課題
　 先行研究においては、)%)%においても述べたように、ニセコ
町まちづくり基本条例と先行事例である２つの条例案（川崎市
都市憲章条例案、逗子市都市憲章条例案）について比較した研
究がなく、比較の視点からのニセコ町まちづくり基本条例の生
まれ得た要因は明らかになっていない。

%ニセコ町まちづくり基本条例と先行事例の比較
%(%比較の視点
ニセコ町まちづくり基本条例と先行事例である２つの条例案
（川崎市都市憲章条例案、逗子市都市憲章条例案）は差異法に
より比較する。ニセコ町まちづくり基本条例が、自治基本条例
の嚆矢であることから、従前の成立に至らなかった類似の憲章
条例案と比較することが、自治基本条例誕生の要因を探るのに

は適していると考えるからである。
比較の視点としては、)%において確認された、:学識者等の
連携・ネットワークの存在、;自治の蓄積の存在、<自治体運
営・地域課題に対する危機意識の存在、=議会の理解の存在、
>分権化の時代状況の存在、という,つの視点を設定する。
このことにより、ニセコ町まちづくり基本条例の制定過程に
存在し、先行事例の検討過程に存在しない要因が、先行事例と
の比較においてはニセコ町まちづくり基本条例の成立要因であ
ることになる。この視点に立ち、ニセコ町まちづくり基本条例
と先行事例を比較する。

%)%比較結果
　 %(%において設定した,つの視点によるニセコ町まちづくり
基本条例と先行事例の比較は、表のとおりである。

表　ニセコ町まちづくり基本条例と先行事例の比較表

比較項目
川崎市
都市憲章
条例案

逗子市
都市憲章
条例案

ニセコ町
まちづくり
基本条例

学識者等の連携・ネットワークの存在　      　  〔注(〕 ? ? ?

自治の蓄積の存在　                       　　　　　　 〔注)〕 ? ? ?

自治体運営・地域課題に対する危機意識の存在〔注〕 ? ? ?

議会の理解の存在　　　　  　　　　　    　      〔注�〕 ?

分権化の時代状況の存在　                                    〔注,〕 ?

  〔注(〕学識者等の連携・ネットワーが存在する場合に「?」
をつけている。なお、本稿がテーマとして取り上げてい
る自治基本条例をはじめ、政策形成の際には、通常、政
策参照が行われるが、その参照にあたっては人的ネット
ワークの存在が有用とされている
。

　〔注)〕検討!制定�段階において自治の蓄積が存在している場
合に「?」をつけている。
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〔注〕自治体運営・地域課題に対する危機意識が、具体的に
条例制定（検討）などの動きとしてみられる場合に
「?」をつけている。

〔注�〕議会の理解が認められる場合に「?」をつけている　
る。

〔注,〕検討!制定�段階において分権化の時代状況が存在してい
る場合に「?」をつけている。

��この表からは、次のことが確認できる。
:先行事例である川崎市都市憲章条例案や逗子市都市憲章
条例案とニセコ町まちづくり基本条例の双方に共通してい
るのは、学識者等の連携・ネットワークの存在、自治の
蓄積の存在、自治体運営・地域課題に対する危機意識の
存在である。

;先行事例である川崎市都市憲章条例案や逗子市都市憲章
条例案とニセコ町まちづくり基本条例において相異してい
るのは、議会の理解の存在の有無と分権化の時代状況の存
在の有無である。　　

　　�
�%まとめ
　 全国における自治の取り組みの蓄積、及び世界的な地方分権
の流れと合流した日本国内における地方分権（＝分権化の時代
状況の存在）の流れと、当該地域における議会の理解の存在、
学識者等との連携・ネットワークの存在、自治の蓄積の存在、
自治体運営・地域課題の解決に対する危機意識の存在が、自治
基本条例を誕生させたといえる。
議会の理解の存在は、分権化に伴う機関委任事務の廃止等に

よる条例制定権の拡大等にともなう議会権限の拡充や、自治体
運営・地域課題の解決に対する危機意識の発生などにより、議
会が自らの果たすべき役割を再認識することで、自治基本条例
制定の必要性についても確認したということができよう。
　 「政策の窓モデル」(によれば、政策の窓が開くためには、
本稿のテーマに即していえば自治基本条例が成立するために
は、問題、政策、政治という相互に独立したつの流れが合流
することが必要であるとされる。繰り返すが、)%先行研究にお
いて確認し、% ニセコ町まちづくり基本条例と先行事例の比較
において比較した、:学識者等の連携・ネットワークの存在、
;自治の蓄積の存在、<危機意識の存在は、問題の流れと政策
の流れを示している。この２つの流れが、議会の理解の存在と
分権化の時代状況の存在という政治の流れと合流することによ
り、政策の窓が開いたとみることができる。
一方、自治基本条例の作成に着手するものの成立には至らな
かったことの背景には、当該自治体におけるこれら前提条件の
未充足がある。自治基本条例成立の前提となる問題、政策、政
治という３つの流れが合流せず、政策の窓が開かなかったと見
ることができる。分権化の時代状況の存在と議会の理解の存在
という政治の流れが存在しなかったのである。
地方分権（＝分権化の時代状況の存在）の流れは、議会の意
識変革(=議会の理解の存在）に影響を与えることも含めて、今
後も自治基本条例の制定を促進する要因となるであろう。

注
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(�龍谷大学大学院政策学研究科博士後期課程在学中。
)�松下!(00(：)/-�)/.）。
�内閣府のホームページC11K1		444%!�-%B-%EK	 2,F#,�

02D0CD,	D,?#5%C1H*（最終確認)
(%0%)0）には、これまでの取
り組みが示されている。
��本稿においては、「基本法」を、〈自治体が自らつくる自治
体運営の基本となる規範〉という意味で使用している。松下
（(00(：(.�）を参照。
,�廣瀬克哉・自治体議会改革フォーラム（)
()）「全国自治体
議会の運営に関する実態調査)
()調査結果概要」((-�((.頁、お
よび廣瀬克哉・自治体議会改革フォーラム（)
(）「全国自治
体議会の運営に関する実態調査)
(調査結果集計表」(�頁によ
る。
-�)
(年.月
日現在、彦根市、つくば市、門真市の例を挙げる
ことができる。
.�自由民主党政務調査会「チョット待て！！自治基本条例」の
事例を挙げることができる。
/�田中（)
(：,/）。
0�ただし、行政主導で策定されることの多い自治基本条例に、
議会に関する具体的な定めのある議会条項を位置づけること
は、これまで制定された自治基本条例の内容をみても容易では
ない。
(
�伊藤〈正〉（)

.：
�)）。神原!)
()1,�)�）には、(0�,

年以降の住民自治の課題と論点の推移がまとめられている。そ
のなかで神原は、自治基本条例は、日本の自治体改革の歴史の
到達点であるとともに、分権時代の自治の出発点であるとして
いる。

((�伊藤〈正〉!)

.：-�/）。
()�兼子!)
()10-�は、「)


年�月から施行された地方分権一括
法後の地方自治法制において、行政面では国と対等な自治体
は、法令の自主解釈をする法令解釈権の保障を受けている。そ
こで!中略�自治立法をする自治体として工夫し採択するという
ことも!中略�起こりうるのである」としている。
(�阿部（)
((）、岩橋（)

/）、神原（)

/）、神原
（)
()�、辻山（)

）、松下（(00-）、松下!(000）。
(��石平（)

0）、岩橋（)

/）、田口（)

/）、阿部
（)
((）、武田（)

/）。
(,�原田・松村（)

,）。
(-�神原（)

/）、木佐・逢坂（)

）、木佐・片山・名塚
（)
()）、田口（)
(）、所沢市自治基本条例を育てる会
（)
(）、西寺（)

/）。
(.�松永（(00.）。
(/�木佐茂男・逢坂誠二!編��（)

：
��）。なお、田口
!)
(1)-�)/��は、ニセコ町でこのような条例をつくることが
できた理由として、北海道町村会・町村議会議長会の手厚い町
村支援活動、職務外でもお互いに支え合う北海道自治体学会な
どの自主的な共同体の存在をあげている。
(0�木佐茂男・逢坂誠二!編��（)

：-�.）。
)
 木佐茂男・逢坂誠二!編� （)

：.(）。
)(�ニセコ町まちづくり基本条例の制定にあたり検討された川崎
市や逗子市の都市憲章条例案は、アメリカのホームルール・チ
ャーター制度を参考にして構想されている。ホームルール・チ
ャーターは、自治体の正式名称、紋章、区画、地方政府の形
態、機関・組織の権限と仕事、職員の人事・給与、選挙や直接
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参加、基本となる行政手続きなどを含み詳細なものであるとさ
れる。また、ドイツの自治体には基本条例とも訳すべき
9�2K10�172,Bがあり、これまでは、ほとんど自治体の紋章など
象徴的事項や基本組織について簡潔に定めているだけであっ
た。しかし、近年に至って、とくに)


年前後以降に改正され
ているドイツの基本条例では、住民参画規定や都市内分権、狭
域自治の制度などについての規定が増加しており、このこと
は、本物の自治体への成熟過程を示すものといえるとされる。
〔木佐茂男・逢坂誠二!編� （)

：.(）、竹下（)

/：
((,�((.）〕。
))�筆者が、)
(年月)日に都内で行った片山へのインタビュー
において、この旨の発言をしている。
) 筆者が、)
(年)月日に都内で行ったニセコ町の逢坂元市長
へのニセコ町まちづくり基本条例の制定過程についてのインタ
ビュー、および)
(年月)日に都内で行ったニセコ町の片山町
長への同過程についてのインタビューでの発言による。
)��東京大学法学部教授の小林直樹が委員長を務めていた。
),�「川崎市の歴史」C11K1		444%4# *D-%EK	4FKE�	!-,1#,1	

	 7,	 4.	 06	 7,	 4�	 /7	 7,	 4/	 /)	 7	 /(	 37	 7-	 36	 4�	 7,	 /8	 4)�
	 7,	 /,	 35	 7,	 37	 4	 7,	 0,	 /8	 70	 3(	 /5
	 7	 /(	 3/	 7/	 3/	 4�	 7/	 3/	 08（最終確認)
(%0%)0）。
)-�兼子!(00)1�,�-)�。二元代表制のもとにおいては、与党野党
という表記は必ずしも適切であるとは思われないが、議会と長
の関係の実態を示しているので、ここでは兼子の表記をそのま
ま使用している。
).�逗子市都市憲章調査研究会は、座長を務めた東京都立大学の
兼子仁、早稲田大学の寄本勝美、千葉大学の鈴木庸夫ら,名の学

識者により構成されている。
)/�兼子!(00)：()�。
)0�富野!(00)1.(�(()�。

�田口!)

/1(0�(.
�。
(� 政策の窓モデルについては、伊藤〈修〉!)
(
1�,�-)�を参
照。
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